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１ 監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

警察本部 

 

寄居警察

署 

平成 23 年３月１日 

（第 2266 号） 

 平成 21 年度冷暖房設備保守業務委託契約について、次の点

で不適切であった。 

１ 当該契約を３者の見積合わせにより締結したが、予算執行 

 時点の執行可能額（予算残額）を超える予定価格を決定し、 

 見積合わせを行った。 

２ ５月 25 日に見積合わせを行ったが、予定価格調書を作成 

 したのは翌日の５月 26 日であった。 

 再発防止のため、 

１ 予定価格の決定に当たっては、予算管理を確実に行い、決定 

 する 

２ 予定価格調書の作成及び見積合わせに当たっては、事務処理 

 を適正に行う 

こととし、幹部職員をはじめ複数の職員によるチェック体制を強

化した。 

 また、財務担当者等の会議において、監査結果及び埼玉県財務

規則等関係諸規程の周知徹底を図った。 

 


